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通関業法基本通達の一部改正について 

 

 

通関業法基本通達の一部を下記のとおり改正し、平成 18 年１月１日から実施

することとしたので、了知の上、貴関職員及び関係者に周知徹底されたい。 

 

記 

 

通関業法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 105 号）の一部を次のように改

正する。 

１．５－２の(2)のハ中「管理監督体制が確立している」の次に「（例えば、法

令遵守のための社内管理規則を整備している）」を加える。 

２．５－２の(3)を同項の(4)とし、同項の(2)の次に次のように加える。 

(3) 上記(2)ハに規定する「法令遵守のための社内管理規則」とは、例え

ば次の事項を参考として、許可申請者の実情に応じて法その他の法令の

規定を遵守し通関業務を適正に遂行するために必要な事項が記載され

たものをいう（後記 38-1 において単に「社内管理規則」という。）。 

イ 目的等 

(ｲ) 社内管理規則は、通関業務を適正に遂行するため、必要な措置

を定めるために制定するものであることを定める。 

(ﾛ) 適正な通関業務を遂行するための基本方針及び適用範囲を定め

る。 

ロ 社内体制の構築 

(ｲ) 適正な通関業務を遂行するための責任体制を明確化するため、

通関業務に係る社内体制、具体的な業務の内容、責任者及びその

責任の範囲等を定める。 

(ﾛ) 社内管理規則に関する事項を総括する組織（以下「コンプライ



アンス委員会等」という。）の設置について定める。 

ハ 通関手続 

適正な通関手続を行うため、通関書類の作成に際しての手法、手順

及び留意すべき事項等を定める。 

ニ 監査 

コンプライアンス委員会等による定期的かつ継続的な監査体制を

確立し、監査事項及び手順並びに監査結果に関する対応措置等を定め

る。 

ホ 教育及び訓練 

従業者（通関士を含む。）が常に高いコンプライアンス意識と通関

業務に係る専門的知識を習得及び維持するため必要な教育及び訓練

の実施方法等を定める。 

ヘ 書類の保存 

法第 22 条第１項《記帳、届出、報告等》の規定に基づく通関業務

に関する書類の他、通関業務が適正に遂行されていることを監査する

うえで保存を要する書類及びその保存方法等を定める。 

ト 顧客及び貨物管理者との関係 

顧客及び貨物管理者（以下「顧客等」という。）との適正な関係を

保持するため、顧客等の情報、通関依頼の内容等の把握及びその情報

の管理方法等を定める。 

チ 税関との関係等 

税関への通報体制及び税関の審査・検査への対応方法等を定める。 

リ 報告及び危機管理 

事故発生時の社内における報告・連絡体制（危機管理体制）及びそ

の対応方法等を定める。 

ヌ 処分 

従業者について、法令、社内管理規則に違反があつた場合の処分 

について定める。 

ル その他業務手順等の具体的規則の整備 

通関業務を適正に遂行するための業務手順書の整備等、必要な事項

を定める。 

 ３．37－２の次に次の１項を加える。 

（法令遵守状況を検証する場合の取扱い） 

38－１ 法第 38 条第１項《報告の聴取等》の規定に基づき通関業者の法令

遵守状況について報告の聴取、質問又は検査を行うときは、当該通関業

者が社内管理規則を整備している場合には、当該社内管理規則に則した

事務処理が行われているかどうかを検証するものとする。なお、必要に



応じ一層適切な事務処理が図られるよう、社内管理規則の担当者と意見

交換を行うものとする。 

 


